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平成 31年 2月 12日 

 

６３０（ロクサンマル）調査の情報非開示が広がっている件 

 

杏林大学 長谷川 利夫 

 

630調査とは 

正式名は「精神保健福祉資料」で通称「ロクサンンマル」調査。 

毎年 6 月 30 日に、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課長名で、各都

道府県・指定都市の精神保健福祉担当部局長宛に、各精神医療機関の実態の把握を目的に依頼さ

れる調査。今までは国民が、各都道府県の情報公開条例に基づいて情報開示請求することによっ

て開示され、各々の精神科病院の実態を把握することができた。 

 

問題の経緯 

平成 30 年度から調査方式が大幅変更になり、紙ベースでの記入からパソコン上にダウンロー

ドして一人の患者ごとに 1行ずつ記入する方法となった。その後、全国に自治体に対して 630調

査の情報開示請求を行うと、今まで全面開示されていたものが開示されないことが発生し始めた。 

平成 30 年 7 月 3 日、参議院厚生労働委員会で、福島みずほ議員の質問に対し、厚生労働省は

630調査の開示について「国の方で、都道府県が公表するなとか、そういうようなことを決して

申し上げるつもりはございません。」と答弁。 

しかしながら厚生労働省は、上記答弁の 10日後の 7月 13日に、630調査の調査依頼を各都道

府県・指定都市宛に行う。（障精発 0713第 1号平成 30年 7月 13日「平成 30年度精神保健福

祉資料の作成について 630 調査協力依頼」）。この文書の「別紙」に以下の記載があった。「精神

科医療機関から提出された調査票には、当該医療機関の患者に関する情報が含まれていることか

ら、都道府県・指定都市においては、個人情報保護の観点から、各自治体において定められた保

存期間の経過後速やかに廃棄するなど、適切な管理を行うこと。また本調査においては、こうし

た患者に関する情報が含まれた精神科医療機機関の提出した個々の調査票の内容の公表は予定

しておらず、その集計結果のみを公表する予定であるため、都道府県・指定都市において、管内

の精神科医療機関に調査への協力依頼・調査票の送付等を行うに当たっては、その旨を明示した

上で協力を求めること」 

その翌月、平成 30年 8月 21日に、毎日新聞がトップ記事で「精神疾患を持ち 50年以上入院

している人が全国に 1773名いる」ことを報道。この記事は毎日新聞社が、全国の 630調査を開

示請求しその結果を集計することによって書かれたものであった。同日、関連記事として、鹿児

　　　　　【基調報告】
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平成 31年 2月 12日 

島県内の精神科病院に 55年間入院し続ける女性に個別取材をし、その方の思いや声を掲載した。 

2か月後の平成 30年 10月 19日、日本精神科病院協会は、「精神保健福祉資料（630調査）の

実施についての声明文」を発表。この中では 630 調査について、「個人情報の観点から問題の多

いものである認識していた」とし、毎日新聞の上記報道に触れながら、「今後 630 調査の実施に

あたっては、調査主体である厚生労働省が、患者の個人情報保護に責任を持って調査が行われる

よう、その実施方法や調査内容について改善することを求める。患者の個人情報保護について責

任を持つ立場の精神科病院としては、必要な措置が行われない場合は、630調査への協力につい

て再検討をせざるを得ない」と述べた。また、同協会の問合せに対して厚生労働省担当課は「個々

の調査票の内容に関しては、公開を予定せず任意に提出されており、各都道府県・政令市の情報

公開条例に照らして、“非公開情報”にあたる」としていたとも述べた。 

 

問題点： 

・ 全国には、630調査の情報を元に精神科病院の比較を行ったりする活動が行われ、情報が活

用されていた。しかしながら従来開示されて利用されていた 630調査の個票（個別病院の情報）

が開示されなくなった。このため、市民国民は、個別病院の情報について把握できなくなった。 

・ 平成 30年 7月 3日の厚生労働委員会での答弁において、厚生労働省は、「国の方で、都道府

県が公表するなとか、そういうようなことを決して申し上げるつもりはございません。」と答

弁したにもかかわらず、その 10 日後にそれに反する内容の文書を各自治体向けに発出してい

る。 

・ 平成 30年 10月 19日の日本精神科病院協会の声明文によれば、厚生労働省担当課は「個々

の調査票の内容に関しては、公開を予定せず任意に提出されており、各都道府県・政令市の情

報公開条例に照らして、“非公開情報”にあたる」と回答していたとしており、厚生労働省は

日本精神科病院協会の意図をくんで各自治体に対して情報を公開しないような文書を発出し

ている。 

・ 上記厚生労働省の自治体向け文書においては自治体に対し、「都道府県・指定都市において

は、個人情報保護の観点から、各自治体において定められた保存期間の経過後速やかに廃棄す

るなど」を要求している。そもそも個人情報保護法上の「特定の個人を識別することができる」

情報ではない 630資料を「個人情報保護上の観点」から廃棄を呼びかけること自体誤っている。 

 

 以上 

　　　　　【基調報告】
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630調査の今まで通りの開示に向けた連帯メッセージ 

 

桐原 尚之（全国「精神病」者集団・運営委員） 

 

1984 年 3 月、宇都宮病院事件が報道されたこ

とで精神科病院内の人権問題がクローズアップ

され、大阪、東京、兵庫、三重、京都・滋賀など

に精神医療人権センターが発足しました。これま

で各地の人権センターが 630 調査の個票をもとに

『精神病院事情』を刊行してきました。そして、私

たち精神障害者は、『精神病院事情』を見て行動制限

や在院日数の傾向などで入通院先となる精神科病院

を決めてきました。今回、各地で相次いだ非開示に

よって、私たちは何を手掛かりに精神科病院を選ん

でよいかわからなくなりました。多くの精神障害者

がたいへん困惑しています。 

平成 30年度 630調査協力依頼文には、「精神科

医療機関から提出された調査票には、当該医療機

関の患者に関する情報が含まれていることから、

都道府県・指定都市においては、個人情報保護の

観点から、各自治体において定められた保存期間

の経過後に速やかに廃棄するなど、適切な管理を

行うこと」と書かれています。これまで精神科病

院が引き起こしてきた人権問題の手がかりとな

る個票を破棄させることは、もっともらしい屁理

屈に裏付けられているだけで、本質は端的に過去

の都合の悪い事実の隠蔽にほかなりません。 

厚生労働省が実施する精神保健福祉資料（六三

〇調査）に協力する過程で、都道府県・政令市が

把握し、保管している情報の公表の在り方に関し、

平成三十年七月三日の参議院厚生労働委員会に

おいて、厚生労働省は「国の方でどういうふうに

しなさいというのを各自治体に申し上げるのは

ちょっといかがなものかと思いまして、それぞれ

の、公開するかしないか、どういうふうに公開す

るかというのは、都道府県ごとにそれぞれの条例

等に基づいて判断していくものだというふうに

考えております。ただ、国の方で、都道府県が公

表するなとか、そういうようなことを決して申し

上げるつもりはございません。」との答弁をしま

した。 

しかし、先の平成 30 年度 630 調査協力依頼文

では、「本調査においては、こうした患者に関す

る情報が含まれた精神科医療機関の提出した

個々の調査票の内容の公表は予定しておらず、そ

の集計結果のみを公表する予定であるため、都道

府県・指定都市において、管内の精神科医療機関

に調査への協力依頼・調査票の送付等を行うに当

たっては、その旨を明示した上で協力を求めるこ

と」と書かれており、表面上の理屈は「地方公共

団体の判断によるべき」と一貫したものですが、

例の答弁からはそのように理解することは通常

不可能であり、明らかに不誠実な答弁と言わざる

を得ません。平成 30 年度 630 調査協力依頼文に

書かれた内容は「国の方でどういうふうにしなさ

いというのを各自治体に申し上げる」ことにほか

ならないはずです。 

 今回の問題は、簡単なようで非常に複雑です。

各地で相次ぐ非開示決定の論拠は、大きく分けて

2 つあります。1 つは、病院経営の配慮を理由と

した病院名の非開示、もう 1つは入院患者の個人

情報です。平成 30年度 630調査協力依頼文では、

「精神科医療機関の提出した個々の調査票の内

容の公表」と書かれているが、これは各病院の病

院名の公表が問題にされるものです。他方で、公

益社団法人日本精神科病院協会の平成三十年十

　　　　　【当事者からの訴え】
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月十九日付け「精神保健福祉資料（六三〇調査）

の実施についての声明文」には、厚生労働省が

「個々の調査票の内容に関しては、公開を予定せ

ず任意に提出されており、各都道府県・政令市の

情報公開条例に照らして、「非公開情報」にあた

る」と回答したと書かれていますが、これは個人

情報を問題としたものです。今まで通りの開示を

実現するには、この 2つの主張に適切な反論をし、

論破しなければなりません。 

 1 つめへの反論は、全国「精神病」者集団が昨

年公表した「日精協 630調査声明文に対する緊急

声明」のとおり、公共性の高い病院が病院名等の

情報を開示しないこと自体を「国民の知る権利」

「医療機関選択権の保障」の観点から問題にする

ことです。もう 1つへの反論は、そもそも個人情

報に該当するものに限っては墨塗りにするなど

して極力、病院の傾向に関するデータを開示させ

ることです。着実に、630 調査を今まで通り開示

されるように共に闘いましょう。 

 

《参考資料》 

日精協 630調査声明文に対する緊急声明 

  

私たち全国「精神病」者集団は、1974 年 5 月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全

国組織です。 

  2018年 10月 19日、日精協は「精神保健福祉資料（630調査）の実施についての声明文」を発

表しました。当該日精協声明では、630調査それ自体が調査協力の見送りを検討せざるを得ないほ

どの個人情報保護上の問題があるとしています。 

  しかし、当該日精協声明には、個人情報の観点から問題があるとされる具体的な例が示されて

おりません。また、そもそも、これまで都道府県等が開示してきた行政情報に個人情報が記載され

ていたとする実例は聞いたことがありません。従前の例に従い行政情報開示請求があった場合に個

別に審査をおこない個人情報保護に配慮して開示を決定する方式で問題ないはずだと思います。 

  そのため、当該日精協声明は、単に毎日新聞が記事にしたような長期入院者がいる実態を隠蔽

するための口実として個人情報保護を使っているだけのようにしか見えません。公共的な役割を持

った民間病院が実態を隠蔽し、今後の政策立案を妨げるようなことはあってはなりません。 

 

  2018年 10月 25日 

全国「精神病」者集団 

〒164-0011 

東京都中野区中央 2―39―3 

Tel 080-6004-6848（担当：桐原） 

E-mail jngmdp1974@gmail.com 

http://jngmdp.net/ 
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６３０調査について

認定NPO法人 大阪精神医療人権センター

事務局 壬生明日香

2019/02/12

～これまでの活用状況と６３０調査（平成30年分）の開示・非開示の状況～

1

これまでの活用状況

認定ＮＰＯ法人大阪精神医療人権センターの活動

（１）個別相談 (声をきく)・・・電話相談・面会・手紙

（２）訪問・情報公開 (扉をひらく)・・・病院訪問活動等

（３）政策提言等 (社会をかえる)

これらのうち、

直接的には（２）訪問・情報公開 (扉をひらく)に活用し、

間接的に（１）と（３）の活動にも役立てている。

2

　　　　　【各地域からの声】　　《大阪》　　
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これまでの活用状況（訪問）

認定NPO法人大阪精神医療人権センターが「大阪府精神科医療

機関療養環境検討協議会事業」の一環で行っている病院訪問時に

活用している。

①事前に病院や病棟の概要を理解できる

②訪問する病棟や訪問メンバーの班分けなどを決める

ことができる

③訪問時の聴き取りを効率よく円滑に行える

④正確な情報を協議会に提出する報告書や人権センター

ニュースに記載できる など

3

旧６３０個票のうち特に活用してきた個票

•個票 １ 精神科病院の施設・従事者の状況

•個票 ２ 各精神病棟の状況

•個票１０ 精神科病院在院患者の処遇

•個票１１ 精神科病院在院患者の状況

•個票１２ 在院期間・年齢別の在院患者数

•個票１３ 精神科病院の外来・入院状況

•個票１６ 平成28年6月退院患者の状況
•追加 １ 医療保護入院に関する調査

4

　　　　　【各地域からの声】　　《大阪》　　
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個票１
（旧630）

各病院の精神科病床数

夜間外開放・終日閉鎖の病棟数と病床数

保護室の数

職員数

5

個票２
（旧630）

各病棟の構成・入院料

在院患者の年齢構成＆在院期間（病棟ごと）

6

　　　　　【各地域からの声】　　《大阪》　　
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個票１０
（旧630）

入院形態別患者数＆任意入院の個別処遇の状況

入院形態別の行動制限を受けている患者数7

個票１１
（旧630）

疾患別×年齢階層別患者数（男女別）

疾患別×入院形態別患者数（男女別） 8

　　　　　【各地域からの声】　　《大阪》　　
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個票１２
（旧630）

入院形態別×年齢階層別×入院期間別

入院形態別×年齢階層別×障害認定・介護認定 9

個票１３
（旧630）

退院先の内訳がわかる

退院した時期（入院期間）がわかる 10

　　　　　【各地域からの声】　　《大阪》　　
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個票１６
（旧630）

退院した患者の疾患×年齢階層別×在院期間別

入院期間別の退院先（退院時の状況）がわかる

11

追加１
（旧630）

退院支援委員会への参加者

退院先や入院中の場合の入院形態 12

　　　　　【各地域からの声】　　《大阪》　　
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新６３０個票（H２９）のうち特に活用している票
•票４ 施設の概要について

許可病床数・保険届出の精神病床数・措置入院の指定病床数・

届出入院料・公衆電話の数・開放区分・入院患者数など

•票５ 平成29年6月30日時点の在院患者
病棟・病棟入院料・年齢・性別・主診断・入院年月・入院形態・

隔離指示有無・拘束指示有無・所在地と住所地（同一かどうか）

住所地（都道府県・市区町村）

•票６ 平成28年6月に医療保護入院した患者
年代・性別・主診断・同意者・当初の入院計画での予想入院月数・

退院支援委員会の実施回数・患者本人の退院支援委員会への参加機会・

家族参加・地域援助事業者参加・退院有無・退院年月・

入院継続中の場合は入院形態 13

票４
（新630） 施設の概要について

※ データは架空のものです。

（職員数はH３０年の630調査では票１に移りました）

14

　　　　　【各地域からの声】　　《大阪》　　
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票５
（新630）

※ 計算式を入れ、入院期間を算出して活用しています。

平成29年6月30日時点の在院患者

※ データは架空のものです。 15

票６
（新630） 平成28年6月に医療保護入院した患者

※ データは架空のものです。 16

　　　　　【各地域からの声】　　《大阪》　　
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これまでの活用状況（情報公開）

データを分析し、ホームページで公開

※H26年分の630調査を元に分析したデータ
17

これまでの活用状況（情報公開）
精神保健福祉士数と在院期間を分析し人権センターニュースで公開

18
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これまでの活用状況（情報公開）
職種別職員数を病床順に並べ替えて『扉よひらけ⑦』で公開

19

これまでの活用状況（情報公開）
データを分析し『扉よひらけ⑦』で公開（50音順に掲載）

20
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大阪での６３０調査（平成30年分）の
開示・非開示の状況

【結果】
大阪府 「非開示」
堺 市 「非開示」
大阪市 「情報提供できない」
※例年、大阪市は正式ルートで情報公開請求をしていない。
平成30年分は「情報公開請求をしても結果は『非開示に
なる』」と説明を受けた。

21

大阪での６３０調査（平成30年分）の
開示・非開示の状況

しかし・・・・ほぼ同じ情報であるのに、

平成29年分の630調査については、
大阪府 「全開示」
堺 市 「全開示」
大阪市 「すべて情報提供する」

⇒ 情報の内容によって決められていないことが分かる。
22
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大阪での６３０調査（平成30年分）の
開示・非開示の状況

・情報公開請求日：平成31年1月11日（決定通知：平成31年1月21日）
・決定内容：大阪府情報公開条例第8条第2号に該当する。
・理由：平成30年度精神保健福祉資料については、公にしないことを

条件として任意に個人又は法人等から提供された情報であっ
た、当該条件を付することが当該情報の性質、内容等に照らし
て正当であり、かつ当該個人又は法人等の承諾なく公に公表
することにより、当該個人又は法人等の協力を得ることが著し
く困難になると認められる。

大阪府

23

大阪での６３０調査（平成30年分）の
開示・非開示の状況

・情報公開請求日：平成31年1月11日（決定通知：平成31年1月24日）
・決定内容：堺市情報公開条例第7条第3号に該当。
・理由：公にしないことを条件として個人又は法人等から任意に提供

された情報であって、個人又は法人等における通例として公に
しないこととされているものであるため。

堺市

24
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大阪での６３０調査（平成30年分）の
開示・非開示の状況

・情報提供依頼日：平成31年1月11日（返答日：平成31年1月24日）
・決定内容：大阪市情報公開条例第7条第3号に該当。
・理由：実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で個人又は法

人等から任意に提供された情報であって、当該個人又は法人等
における通例として公にしないこととされているものその他の当
該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らし
て合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健
康、生活、又は財産を保護するため、公にすることが必要である
と認められる情報を除く。

大阪市

25

大阪での６３０調査（平成30年分）の
開示・非開示の状況

【該当する条例の抜粋】
第八条 実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)は、次の各号
のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書を公開しないこ
とができる。（中略）

二 実施機関の要請を受けて、公にしないことを条件として任意に個人
又は法人等から提供された情報であって、当該条件を付することが当
該情報の性質、内容等に照らして正当であり、かつ、当該個人又は法
人等の承諾なく公にすることにより、当該個人又は法人等の協力を得る
ことが著しく困難になると認められるもの(例外公開情報を除く。)

大阪府
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大阪での６３０調査（平成30年分）の
開示・非開示の状況

【口頭での説明①】

１）2018年7月13日の厚生労働省から各都道府県・指定都市精神保健福
祉担当部局長宛の通知に基づき、府から各病院への依頼状に、「調査
票の取扱い」として「提出されました個々の調査票にかかる内容の公表
は予定しておらず、集計結果のみが公表される予定です」と書いている
ため、条例の「公にしないことを条件として任意に個人又は法人等から
提供された情報」にあたるため、開示できない。

大阪府

27

大阪での６３０調査（平成30年分）の
開示・非開示の状況

【口頭での説明②】

２）条例の「当該条件を付することが当該情報の性質、内容等に照らして
正当であり」について質問したところ、明確な回答はなかったが、「昨年も
開示か非開示かを検討した際に議論になったのは、個人を特定できない
だろうかということだった。例えばレアなケースがあって、悪意をもって他
の情報と突き合わせた場合に、個人を特定できる可能性は否定できない
と考えている。他の情報については具体的にはあるかという質問には回
答はなかった。シート5は、個人を特定できなかったとしても非常にセンシ
ティブな情報だと受けとめている」との説明だった。

大阪府
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大阪での６３０調査（平成30年分）の
開示・非開示の状況

【該当する条例の抜粋】
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書
に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記
録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなけ
ればならない。（中略）
(3) 公にしないことを条件として個人又は法人等から任意に提供された
情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととさ
れているものその他の公にしない旨の条件を付することが当該情報の
性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、
人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要で
あると認められる情報を除く。

堺市

29

大阪での６３０調査（平成30年分）の
開示・非開示の状況

【口頭での説明①】

１）2018年7月13日の厚生労働省から各都道府県・指定都市精神保
健福祉担当部局長宛の通知に基づき、市から各病院への依頼状に、
「調査票の取扱い」として「提出されました個々の調査票にかかる内
容の公表は予定しておらず、集計結果のみが公表される予定です」
と書いているため、条例の「公にしないことを条件として任意に個人
又は法人等から提供された情報」にあたるため、開示できない。

堺市
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大阪での６３０調査（平成30年分）の
開示・非開示の状況

【口頭での説明②】

２）情報公開条例の「当該個人又は当該法人等における通例として公
にしないこととされているものではない」については、具体的に聞け
ていない。
３）29年度分の公開請求があった際に開示か非開示かで議論になっ
たのは、シート5の住所地の部分だった。きっと特定できないだろうと
いう結論で前回は開示した。

堺市

31

大阪での６３０調査（平成30年分）の
開示・非開示の状況

【該当する条例の抜粋】
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書

に次の各号に掲げる情報（以下「非公開情報」という。）のいずれかが記
録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなけ
ればならない。
(3) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で個人又は法人等
から任意に提供された情報であって、当該個人又は当該法人等におけ
る通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付す
ることが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認
められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護す
るため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

大阪市
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大阪での６３０調査（平成30年分）の
開示・非開示の状況

【口頭での説明①】

１）2018年7月13日の厚生労働省から各都道府県・指定都市精神保健福
祉担当部局長宛の通知に基づき、市から各病院への依頼状に、「調査
票の取扱い」として「提出されました個々の調査票にかかる内容の公表
は予定しておらず、集計結果のみが公表される予定です」と書いている
ため、条例の「公にしないことを条件として任意に個人又は法人等から
提供された情報」にあたるため、開示できない。

大阪市

33

大阪での６３０調査（平成30年分）の
開示・非開示の状況

【口頭での説明②】

２）情報公開条例の「当該個人又は当該法人等における通例として公にし
ないこととされているものではない」というのは、具体的には通常病院の
ホームページ等で公開されている内容でなないものであるため。
３）誰が公開請求するか公開した情報がどのように使わるのかに関
わりなく、個人や新聞記者等が請求した場合に公開していいのかと
いう観点から検討することになる。

大阪市
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ご清聴、ありがとうございました。

認定NPO法人 大阪精神医療人権センター

http://www.psy-jinken-osaka.org/
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２０１９．２．１２東京地業研資料

Dr.一人当たり
患者数

常勤医師数 ○

Ns.一人当たり
患者数

常勤看護者数 ○

PSW数 ○
OT数 ○
PT数 ○
心理数 ○
精神病床数 ○
開放 ○
閉鎖 ○
保護室
施錠できる個室
年間入院者数 ×
年間退院者数 ×
今期末患者数 ○

隔離率 隔離患者実数 ×
拘束率 拘束患者実数 ×

隔離期間(年間） 要
拘束期間(年間) 要
ECT実施数(年間) 要

開放 非開示
閉鎖 非開示
開放 非開示
閉鎖 非開示
開放 非開示
閉鎖 非開示

65歳以上率 65歳以上患者数 非開示
F0患者数 非開示

F2比率 F2患者数 入院 非開示
退院 非開示
今期末 非開示

在院期間 年齢別 非開示
疾患別 非開示
入院期間別 非開示

非開示
都外率 非開示
病院住所率 非開示

生保率 生活保護患者数 ×
全治 ×

軽快 ×

未治 ×
死亡退院率 死亡 ×

精神科 要
他科 要

退院先 家庭復帰 ×
施設 ×

区分１ 要
区分２ 要
区分３ 要
区分４ 要
区分５ 要
区分6 要

要
要

要：今後私達が個別病院毎に必要と考え
     るデータ

非開示：現在の６３０にもあるが、非開示

○：現在の６３０でも開示されているデー
     タ
×：以前の６３０にはあったが、2017年以
     降調査票からなくなった

マ
ン
パ
ワ
ー コメディカル一

人当たり患者
数

閉鎖率

措置入院数

医療保護入院数

障害支援区分を受けている患者数

計画相談を受けている患者数
地域移行支援を受けている患者数

地
域
と
の
つ
な
が
り

合算

任意入院数

平均在院日数

任意閉鎖率

F2平均在院日
数

患者住所地

退
院
者
の
転
帰

転院（転院先）
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２０１９．２．１２．東京地業研資料　2017年以降の630調査票項目整理

シート６
平成30年

6月に医療保護入院
した患者

患者シリアル番号

年代

性別

主診断

同意者

当初の入院計画での

予測入院月数
退院支援委員会の実

施回数

保護室

および

施錠可

能個室

数

患者本人の退院支援

委員会への参加機会

家族参加

地域援助事業者参加

常勤 退院有無

非常勤
都道府

県

退院年月

(YYYY/MM)

常勤
市区町

村

入院継続中の場合は

入院形態
非常勤

常勤

非常勤

常勤

非常勤

常勤

非常勤

常勤

非常勤

常勤

非常勤

常勤

非常勤

常勤

非常勤

常勤

非常勤

シート４

施設概要
医療機関番号

薬剤師

看護職員

PT

保険届出の

精神病床数

措置入院の

指定病床数

届出入院料

公衆電話

の数

開放区分

入院患者数

許可

精神病床数

OT

PSW

心理技術者

うち、トイレがついている個

室数
うち、カメラがついている個

精神科医師数

うち、指定医数

うち、特定医師数

精神科でない

医師数

隔離指示有無

拘束指示有無

所在地と 住所地

住所地

シート５

6月30日0時時点の
在院患者

平成29年

病棟入院料

年齢

性別

主診断

入院年月

(YYYY/MM)

入院形態

病棟

患者シリアル番号
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2019.2.12 

630調査の今まで通りの情報開示を求める院内集会 

 

奈良県内での取り組み 

奈良県精神保健福祉ジャーナル『マインドなら』が 

６３０等の情報公開請求等を通して行なってきたこと 

 

【『マインドなら』とは】 

目  的：精神障がい当事者・家族の利益、権利を守るための情報発信、問題提起、記録。 

精神保健福祉分野に携わっているからこそ出てくる問題意識を持ち、中立公平な立場で

書いていた。 

構 成 員：奈良県の家族会、社会福祉法人職員のＰＳＷ、当事者フリーライター 

発行回数：平成６年～26年に毎月１回 通算２５０号 

発行部数：毎月約 1500部。一般購読の他、病院、診療所に持ち帰り用として配置。県・市の関係

部署、家族会会員ほか。運動のときは関係の議会議員にも郵送。 

紙面構成：県や国全体・家族会・社会福祉法人萌・社会福祉法人寧
な

楽
ら

ゆいの会の活動、当事者に

よるエッセイ・コラム 

内  容：制度、各市町村・法人・事業所等の動きと提言、自立支援医療受給者数・精神障害者

保健福祉手帳所持者数の推移、バス運賃の減免運動、学生無年金障がい者の全国訴訟

（10 年間）、道路交通法改正に伴う運転資格問題、障害年金制度の問題点指摘と受給

勧奨など、多岐にわたるニュースの発信と問題提起をした。身障・知的と同様の福祉

医療制度（手帳１級・２級）を求めた運動は、４年にわたった。 

     『マインドなら』運営・編集会議には、２法人や家族会の代表者が参加し、情報交換

を通じて紙面内容や前記の運動へつながった。 

 

【奈良県の特徴】 

※奈良県の場合、毎年県が行う「精神病院立入検査・実地指導結果」が開示され、内容も比較的

しっかりしていたので、６３０調査結果と組み合わせて紙面化できた。 

※奈良県の立入検査結果でわかる内容（当年の６月 30 日現在） 

 ・県の立入検査での指摘事項 

 ・消防の立入検査での指摘事項 

・病院職員の状況（職種別、常勤・非常勤別人数） 

・医師の勤務状況、看護体制 

・入院、通院者の数 

・在院者の状況（入院形態、年齢区分、入院期間区分） 

・任意入院者の閉鎖病棟処遇について、人数と同意書の有無 

・入院者の院内事故と処理状況（過去１年間分） 
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・公衆電話の設置状況 

・行動制限の状況［隔離／ベッド拘束／保護衣拘束／その他］［人数、理由］ 

・入院者の金銭管理の状況。（病院管理・本人管理の別。鍵付き保管庫の有無） 

など 

【どう活用してきたか】 

 ・６３０調査の情報公開請求は平成 13年度～27年度 

・「精神病院立入検査・実地指導結果」の開示請求は平成 11年度分～27年度 

・市町村の介護給付等の支給に関する審査会委員の氏名・属性の公表 

    →2011年、「公表すると有利な判定を求めて委員に個人的接触をする『おそれ』があり、

公正な審査・認定に支障が生じる」として、天理市が拒否。情報公開・個人情報保護

審査会に異議申し立てを行なった。 

 ※平成 11 年 12 月 17 日付の京都地裁判決（平成 10 年（行ウ）第⒑号 公文書一部非公開決定

取消請求事件）が入手できたので、県・市の情報公開審査会の理解が得やすくなった。 

  訴訟は部分開示された平成８年度の 630文書の全面開示を京都府に求めたもので、判決は「精

神病院には、患者の身体の自由を制限する権限が与えられており、高い公益性が要請される。

競争上の地位の不利益などは受忍の範囲（小林要約）」と判示した。 

 

目的 

◎情報公開活動は医療や福祉サービスの質の向上につながる（竹端寛氏：「情報公開の意義」）  

◎「安心してかかれる病院」かどうかを知る一端として 

◎経年変化を追う（入院期間の変化、長期入院者が退院しているか、経年の病院の改善努力の

評価ができる、ＰＳＷや有資格者の増加） 

◎医師や看護師などが何人の入院者に対応するかなどを見ることで、医療の質を見る 

◎毎年載せることで、行政や関係者だけでなく、外から病院を見ている人がいるというメッセ

ージ 

 

【現状とこれから】 

・29年度は国の指示した様式が変わったので県と話し合い中 

・現在は『マインドなら』の流れを汲み、各自が必要な時に情報公開請求を行ない、各団体の

活動に活かしている 

 

奈良県精神保健福祉ジャーナル『マインドなら』 

元編集部員 大田雅子・江端いず穂・篠田晴菜 

〒630-8244 奈良県奈良市三条町 512-3-202 

社会福祉法人寧楽ゆいの会 地域生活支援センター歩っと 

ＴＥＬ／ＦＡＸ 0742-21-8322 

Ｅｍａｉｌ hot@narayuinokai.or.jp 
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630 調査の今まで通りの開示を求めて 

 

佐々木 信夫（弁護士、佐々木信夫法律事務所） 

 

 こんにちは、みなさん。私は、神奈川県の弁護

士で、佐々木信夫と申します。私は主に精神医療

問題を扱っています。例えば、精神病院からの退

院のお手伝いとか、精神病院との裁判とか、その

他精神障害の人のよろず相談を承っています。ほ

とんど儲かりませんけど。どうしてそんな仕事を

しているかと言うと、私自身も今から 25 年以上

前ですかね、精神病院に医療保護入院になったこ

とがあって、それ以降も 1 度入院しました。その

後私は幸いにも弁護士になれたので、豊かに暮ら

したいなどと思ったんですけど、やっぱり同じ苦

しみを持つ人を置いていくことができず、この精

神医療問題の世界に入りました。 

杏林大学の長谷川先生とは、精神科医療の身体

拘束を考える会で共闘させていただいています。

長谷川先生のおかげで、私も本当に闘いがしやす

くなったし、精神障害を持って居られる人たちに

も長谷川先生の活動は福音だと思います。 

 さて、私は今日は、今般の 630 調査の情報不開

示の問題について、法的観点から手短に話してほ

しいと長谷川先生から依頼を受けて、ちょっと考

えてきましたので、それをお話ししますね。 

 

 みなさんは、公共政策学という分野をご存知で

しょうか。公共政策とは、公共的問題を解決する

ための解決の方向性と具体的手段、と言われてい

ます。公共的問題とは、社会で解決すべき問題と

認識された問題で、政策問題とも言われます。 

 ところで、みなさん、「鉄の三角同盟」ってい

う言葉をご存知ですか? 

 なんだか、三国同盟とか、日独伊枢軸とか、そ

んな類の響きがありますね。でもそういう話では

ないんですね。 

まあ、私も公共政策学にはたいして詳しくない

のですけど、この公共政策学の先生で、秋吉貴雄

と言う先生がおられるんですね。私は秋吉先生に

はお目にかかったことはないんですけど、この秋

吉先生の本にこう書いてあるんです。利益集団な

どは政治家と手を結ぶ。これは民主主義社会では

ある意味当然のことですね。そうするとそこに政

治献金が発生する。政治家には集票と言う利益が

ある。 

また、官僚も現場の執行の情報を得るなどのメ

リットがあるから、官僚と利益集団が手を結ぶ。

そして利益集団のために働くことで官僚の人員

や予算も確保される関係にある。つまり、権限を

拡大したり維持したりできると言うことなんで

すね。官僚にとって利益集団は重要な天下り先に

もなる。 

このような、政治家、官僚、利益集団の強固な

コミュニティーのことを「鉄の三角同盟」ってい

うのだそうです。 
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そして、日本では昭和の時代に、鉄とコメの同

盟が結ばれて保守系の政治が進められてきたと

言うことだそうです。 

与党と官僚の結びつきについては、与党は実質、

官僚の法案に対する拒否権を持っているし、官僚

の昇進や天下りに対する影響力もあるそうです

ね。 

みなさんは一般的に、「客観的・中立的な立場

にある専門家が、価値中立的な政策分析をして政

策案を決定している」という合理的政策決定への

信仰があると思うのですけど、アメリカではそん

なの幻想であることは常識だそうですね。日本人

や、日本にいる外国人の方たちは、みな穏やかで

大人しいんだと思います。 

 

どうやら今回の630調査の個別票の非開示の問

題は、都道府県側は、実質的には開示しない予定

で病院側から提供された情報だから開示しない、

なんて言っているらしいですね。都道府県として

みれば、国からそう言われたんだからしょうがな

いじゃないか、ということらしい。そして、国の

方はと言うと、病院さんにね、開示を予定してい

ないから調査に協力してくださいなんて言って

いる。どうしてかっていうとおそらく、病院側の

経営者団体から、公開を強要するなら調査に協力

しないぞ、って言われているからみたいなんです

ね。 

そして、その病院側の経営側団体はなんて言っ

ているかと言うと、患者の個人情報保護の観点か

ら問題があるんだそうです。しかし、どう見たっ

て、630 調査の個別票から個人情報なんて分かり

っこない。そして、630 調査が開示されて得をす

るのは、当の精神障害当事者なんです。損をする

のは誰?精神病院さんです。そりゃそうです、自

分の病院がずさんな患者扱いをしているのがば

れちゃうんですからね。精神障害者側としては、

精神病院の状況が世の中に理解されると言うこ

とはそれだけ精神病院が開放化されることです

からいいに決まっている。 

個人情報保護が患者のためだと言うんなら、患

者の福利に貢献する情報の開示が許されないわ

けがない。 

肝心の精神障害者個人を強制的に拘禁してい

る主体が、拘禁されている人の個人情報保護を盾

に、自分の情報の開示を拒むなんて、論理的には

背理です。子供だってわかりそうなことです。 

一応私も法律家なので、少し法律的な説明をし

ておくと、法的には個人情報と言うのは、「個人

の思想、宗教、健康状態、病歴、住所、家族関係、

資格、学歴、職歴、所属団体、所得、資産等に関

する情報であって、特定の個人が識別されうるも

ののうち、通常他人に知られたくないと認められ

るもの。」と言われています。 

630 調査の個別票は病状が入っていますけど、

個人が特定できるわけがない。なんだか精神病院

さんたちだか官僚だか知らないですけどそうい

った人たちは、「居住の市区町村」が入っている

から特定されちゃうおそれがある、なんて言って

いるみたいですけど、そんなこと言いだしたら、

どんな情報だって抽象的には特定の恐れはある
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わけですよ。具体的にどんな恐れがあるのか、ど

んな弊害があるか?っていうのが肝心なことで、

適当に「恐れがあるからやめましょう。」なんて、

自分の病院運営のことを知られてまずい人たち

が自分に都合の悪い公開をやめましょうってい

うことであって、こういうのを「お手盛り」って

いうんですね。自分でご飯をよそえば、おなかの

すいていて力の強い奴だけがたくさん食べてし

まう。私の子供時代の学校給食と同じ状態です。

私も給食大王とよばれていました。まあこれは冗

談ですけどね。 

そして、情報公開制度の趣旨は、行政情報を広

く一般に公開することによって公正で民主的な

行政運営を確保することを目的とする制度、なの

ですね。まさに国は精神病院さんをきちんと監督

しているのか、広く一般に公開して、民主的な行

政運営をして、不適切な病院さんを早く是正する

なり、廃業させるなりしなくちゃいけない。この

ことをわれわれ国民も監視していかなければな

らない。 

それなのに、抽象的に個人が特定されるかもし

れないなんて言う、ほとんど根拠も弊害もない理

屈を持ち出して、病院さんの経営の安泰を図るな

んて、なんだかおそろしくグロテスクな構造です

ね。こんなもんは民主主義じゃない、そう思いま

すね。 

 

精神病院は強制的に人を拘禁することができ

る施設だからこそ、人権擁護のために調査や不断

の監視が必要であって、だから国が調査を行うん

です。それを、病院経営者側から協力しないぞっ

て言われて、国が「はいそうですか、ごもっとも

です。」なんて、悪い冗談にしか思えない。国は、

国民の権利のために精神病院を監視して監督す

る義務があるんじゃないでしょうか?そのための

監督官庁でしょう。だったら、「協力しないなら、

開示しなさい。命令です。」って言えばいい。だ

れだってそう考えるでしょう。法律家もそう考え

ますよ。でもそれをしない。どうしてか? 

 

ここで、冒頭に申し上げました「鉄の三角同盟」

の話を思い起こしていただけると、すべてがスト

ンと理解できます。 

 まあ私も、具体的には説明申し上げませんけど、

そういうことです。 

 ここで私が話したことを理解したくないと言

う人は理解しなくてもいいです。 

 いつまでもすっとぼけていればいい。 

 なんたら村の利権構造と同じですね。 

 

 今ですね、旧優生保護法の問題が話題になって

いて、これはかいつまんで言うと、精神障害者な

どの障害者は国家にとって有害だから、子供がで

きないように手術などができる、と言う法律があ

って、これは 1996 年に廃止されたんですけどま

ったく国家がその損害の補償をしていなかった

し、謝っていないんですね。それで、その被害者

の方たちが国に謝って補償金を払え、と言って争

っている事件です。 

 この旧優生保護法の問題でも、被害者の人達の
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情報がほとんど行政機関に残っていなかった、ま

たは残っていてもありませんと回答しています。 

 こういう深刻な問題があるにも関わらず、凝り

もしないで国側は、都道府県に対して、早く 630

調査の情報を廃棄してください、なんて呼び掛け

ている。個人情報だからって。何度も言いますけ

ど、630 調査の個別票から個人情報なんて読み取

れませんよ。 

 国民を馬鹿にするのはもうやめてほしいです

ね。 

少なくとも私は、徹底抗戦します。 

どうやって戦うかと言うと、長谷川先生がやっ

ておられるように、どんどん政治的に問題化して

いけばいいんです。マスコミさんや学者先生方を

味方につけて。そして当事者の人達がどんどん前

に出ればいいんです。言いたいことを言えばいい。

これまで権力側は、精神障害を持つことは恥じな

ことであって、家族もひどい目に合う、精神障害

者は犯罪の原因になっている、なんて言って、障

害で苦しんでいる人はそのことをみんなに相談

しにくくしにくくするように仕向けてきた。一番

端的には先ほど申し上げた旧優生保護法の問題

ですね。つまり、そんな障害を持っている人たち

なんかいなくなっちゃえばいいんだって国が言

っている。私だって、自分にそういった病気があ

ることを人に言うまでにはすごく悩んだし、言う

ことで具合が悪くなっちゃったりしました。ああ

これでまた差別されるんだ、ってね。言わなきゃ

よかった、ってね。でもよく考えれば、そんなの

権力側の思うつぼなんですね。われわれが結びつ

かないように仕向けられて、それに見事に乗っか

っちゃってる。 

どんどん堂々と政治的に問題化していきまし

ょうよ。我々は何も間違ったことを言っていない

んですから。 

それとね、並行して情報非開示決定の取り消し

を求めて裁判を起こせばいい。だって、我々の要

求は何も不当じゃないんだから。きちんと国民の

皆さんに説明すればみんなわかってくれますよ。

裁判所だってわかってくれると信じたいですね。 

  

日本人も日本にいる外国人の人たちも、みなさ

ん権力が思っているほど馬鹿じゃないって示し

てやろうじゃないですか。馬鹿にするな！ってこ

とですよ。 

みなさんもぜひ一緒に闘いましょう! 

自由と正義 万歳！ 

以上 
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集会アピール文 

 

精神保健福祉資料６３０（ロクサンマル）調査は、個々の精神病院の情報がわかる貴重な資料である。

今まで全国において、市民が各自治体に対して情報公開条例に基づき開示請求し、精神科病院の状況が

わかるように情報誌を作成するなど地道な活動が行われてきた。 

しかしながら、近時、この 630調査の情報開示請求に対して非開示決定が相次ぐ事態が発生している。 

昨年の 8月 21日に毎日新聞は、精神病床のある全国の病院で、50年以上入院する精神疾患をもつ患

者が全国で1773名いると報道した。これは全国の630調査を丁寧に開示請求してわかった人数である。

同時に鹿児島県の精神科病院に 55 年入院し続けている 80 歳の女性を取材し、生の声を掲載している。

これらは素晴らしい調査報道であり、これにより国民の知る権利が実現されることは望ましいことであ

る。 

ところが日本精神科病院協会は、その 2 か月後の平成 30 年 10 月 19 日に「精神保健福祉資料（630

調査）の実施についての声明文」を発表し、この中で上記毎日新聞の報道に触れながら「個人情報保護

の観点から問題点が多い」としたのである。さらには、「患者の個人情報につき責任を持つ立場の精神

科病院としては、必要な措置が行われない場合は、630 調査への協力について再検討せざるを得ない」

ともしたのである。 

言うまでもなく、630調査の中には、個人情報保護法でいうところの「特定の個人を識別できるもの」

は存在しない。それにもかかわらず、「個人情報保護」を連呼し、調査そのものの非協力をちらつかせ

る態度に理は無い。 

むしろ 630調査にあるような医療に関する情報は、非常に高度な公益性があると考える。情報の共有

化による医療の質の向上、患者の医療選択権の保障の観点からもその公開は極めて重要である。 

これに対して国は、昨年 7月 3日の参議院厚生労働委員会の答弁で「国の方で、都道府県が公表する

なとか、そういうようなことを決して申し上げるつもりはございません。」としている。これは正しい

態度である。しかしながら、国はその 10日後の 7月 13日にその答弁に反し、各都道府県・指定都市宛

文書を発出し、その中で 630 調査について「個々の調査票の内容の公開は予定しておらず」などとし、

「管内の精神科医療機関に調査への協力依頼・調査票の送付を行うに当たっては、その旨を明示した上

で協力を求めること。」としたのである。これは明らかに 7 月 3 日の政府答弁に反している。さらには

同文書では、医療機関から提出された調査票につきて「個人情報保護の観点から、各自治体において定

められた保存期間の経過後に速やかに廃棄」することまで求めているのである。 

このような文書を発出されることにより 630調査の非開示決定が全国で相次いでいる。現に各自治体

は、何故今回から開示を非開示に判断を変更したかについて、厚生労働省の同文書、日本精神科病院協

会の声明文をあげて説明している。 

私たちは以上のような状況を早急に改善することを国に対して強く求める。 

具体的には、以下の通りである。 

 

１． 平成 30年 7月 3日の政府答弁通り、国から自治体に対して 630調査の個々の調査票は非公表であ

るなどということを述べることを止めること。厚労省発出文書によって発生している事態について

は、国は責任を持って、7月 3日の答弁通りの内容が実現されるように何らかの措置を行うこと。 

２． 個人情報でない貴重な情報の「速やかな廃棄」を推奨するような取り返しのつかないことを止める

こと。 

 

平成 31年（2019年）2月 12日 

630調査の今まで通りの情報開示を求める院内集会 参加者一同 


